
鴨島第一中学校 ２１日 第３号

学校だより 文責 松本和基

14日（火）１年生が心待ちにしていたであろう、部活動紹介を行いまし
た。各部の代表者がそれぞれの部の魅力や練習風景の一部を披露してくれました。火曜日から部
活動の見学も解禁になっています。早速、決めていた部活に行った人もいると思いますし、じっ
くり見学してから決めようと思っている人もいることでしょう。どちらにしても自分の意志で決
めて、３年間心と体を鍛えていきましょう。

１７日（金）阿波吉野川警察署交通係から巡査部長をお
招きし、４月１日に改正となった自転車の新ルールについての講習会を行いました。１６歳以上
を対象に自転車の違反に対して青キップがきられ反則金を支払わなくてはならなくなりました。
例えば、スマホのながら運転が１２０００円、イヤホンをしての運転が５０００円、並進が３０
００円といった感じです。３年生は１年後には対象となるので今から人に迷惑をかけるような乗
り方をしないようにして欲しいと思います。また、今回は自転車は車道と歩道どちらを走るべき
かということについて詳しく説明してくれました。
個人懇談でもお伝えいたしますが、中学校に「自転車の乗り方が悪い」といったお叱りのお電

話をたくさんいただいています。このような状況を鑑み、交通ルールを厳守し生徒の命を守るた
めに、次のような対応をさせていただくことといたしました。何卒、ご理解とご協力をいただけ
ますようお願いいたします。 ノーヘル、並進等 ルール違反をした場合

１回目 担任から注意

２回目 担任から注意および保護者連絡

３回目 １週間自転車通学禁止

４回目 １週間自転車を学校預かり

５回目以降 １週間自転車学校預かり


